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  様式９（添付１－３） 

 

 

令和６年度 帰国・外国人児童生徒等教育の推進支援事業 
（Ⅰ 帰国・外国人児童生徒等に対するきめ細かな支援事業） 

事業内容報告書の概要 
地方公共団体名【近江八幡市】 

 

令和６年度に実施した取組の内容及び成果と課題 

１．事業の実施体制（運営協議会・連絡協議会の構成員等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．具体の取組内容  ※取り組んだ実施事項（１）～（１３）について、それぞれ記入すること 

（１） 「特別の教育課程」による日本語指導に係る連絡協議会を実施し、各校における対象児童生徒

の生活や学習の様子、日本語指導の内容、効果的な指導方法等の共有を行った。 

（２） ・各校の国際理解教育担当教員と連携を図り、日本語指導を必要とする児童生徒の把握を行った。 

・教育委員会に、日本語学習指導員兼コーディネーターを配置した。 

・外国人児童生徒の在籍が多い金田小学校、八幡小学校を拠点校とし、外国人児童生徒教育担当教

員や学級担任を中心とした日本語指導や生活指導を行った。また日本語指導教室の運営や指導体

制、指導方法などについて、連絡協議会で各校の国際理解教育担当を通じて各校に紹介した。 

（３）  日本語指導を必要とする外国人児童生徒について、各校で「特別の教育課程」の編成・実施計画と個

別の指導計画を作成し、一人ひとりの学習状況に合わせた日本語指導を実施した。 

（４）  幼児課や市民課、国際協会、市内保・幼・こども園と連携することで、今後就学を予定する外国籍の子

どもの状況を把握し、小中学校で行っている外国人児童生徒支援事業の取組について普及した。 

（５）  日本語指導を必要とする児童生徒を対象に、母語支援員と授業や宿題の支援を行った。中学校に在籍する

生徒が卒業後の進路を考える際の情報提供や懇談時の通訳を実施した。 

（10） 日本語学習指導員兼コーディネーターを学校教育課に配置した。就学時、転入時に日本の学校生活

の説明を行った。日本語指導を必要とする児童生徒が在籍する学校を日本語学習指導員が巡回し、日本

語指導を行った。通信票や保護者あての文書の翻訳を行った。 

（13） 外国人の子どもの就学状況を調べ、その把握と就学支援に努めた。就学年齢となる子どものいる保護

者あてに、就学案内の書類を母語に翻訳して送付した。 

「特別の教育課程」による日本語指導に

係る協議会 

・小中教研国際理解教育支部長 

・各校の国際理解教育担当教員 

・日本語学習指導員兼コーディネーター 

・学校教育課担当者 

滋賀県教育委員会 

 

 庁内関係課  

幼 児 課 

市 民 課 

まちづくり協働課 

 

 

 

外国人児童生徒家庭 

 

外国人生徒在籍中学校 

外国人児童在籍小学校 

 関係機関  

近江八幡市国際協会 

ワールド・アミーゴクラブ 

 

 

 

 

 

 

  近江八幡市教育委員会  

学校教育課 担当指導主事１名 

 

 

 

 

日本語学習指導員兼コーディネーター 

（教員免許状 有） 

母語対応支援員（教員免許状 無） 

（ポルトガル語４名、中国語２名）  

 

 
就学支援 相談等  

 

 

 

 

巡回指導 相談 通訳 翻訳等 
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３．成果と課題  ※取り組んだ実施事項（１）～（１３）について、それぞれ記入すること 

（１） 各校での指導体制や指導方法等の共有により、指導内容を見直すことができた。該当児童生徒の個人情報の

取扱いについて確認することができた。 

    母語支援員の勤務体制や勤務時間がそれぞれ異なり、研修時間の確保が難しい。今後、研修形態に工夫が

必要である。 

（２） すべての該当校の状況を把握し、各校との連携を図ることで、日本語指導が必要な児童生徒への必要な体制

を整えることができた。 

各校の指導体制をよりよくさせるためには、担当者間での情報共有の機会を確保する必要がある。各校の負

担を増やさず、効果的に進められる方法を検討する。 

（３） 「特別の教育課程」による日本語指導を必要とするすべての児童生徒が日本語指導を受けることで、日本での

学校生活や学習に必要な日本語を習得することができた。在籍学級における学習活動に日本語で取り組むこ

とができた児童生徒もいる。 

日本語指導を必要とするすべての児童生徒が、「特別の教育課程」による日本語指導を受けられる体制が必

要である。 

（４） 就学を予定する外国籍の子どもをもつ保護者に外国人児童生徒支援事業を普及することで、安心して市内の

小学校に就学してもらう準備を進めることができた。 

未就園の外国籍の子どもをもつ保護者には、園を通じて外国人児童支援事業を周知することができないため

関係課や関係機関と協力し、対象となる子どもを把握して事業の普及をする必要がある。 

（５） 中学校に在籍する生徒が卒業後の進路について考え、希望の実現のために努力することができた。 

保護者の日本語力の問題や文化的背景の違い、進学への理解不足など様々な課題があり、丁寧な対応が必

要である。 

（10）日本語指導を必要とするすべての児童生徒が学校生活や学習に必要な日本語を学習することができた。母語

支援員を派遣することで、外国人児童生徒の学校生活への適応支援と学習支援を行い、学校と保護者をつな

ぐことができた。 

保護者あてに文書を配布する際に、その翻訳時間の確保と児童生徒への学習支援の時間の調整がしばしば

必要であった。 

（13）本市に住む不就学の外国人の子どもがいないことを確認した。市立・私立の就学前施設と連携し、就学対象の

子どもの保護者が母語での支援を必要としているかを確認した。 

本事業で対応した幼児・児童

生徒数 

 

幼稚園等 小学校 中学校 
義務教育 

学校 
高等学校 

中等教育 

学校 

特別支援 

学校 

人 

（   園） 

      

50 人 

（ 7校） 

 

      

18 人 

（  4校） 

      

人 

（   校） 

      

人 

（   校）  

      

人 

（   校） 

 

人 

（   校） 

 

うち、特別の教育課程で指導

を受けた児童生徒数 
 

      

50 人 

（ 7校） 
 

      

18 人 

（ 4校） 

 

      

人 

（   校） 
 

      

人 

（   校） 

 

      

人 

（   校） 
 

 

人 

（   校） 

 

４．その他（今後の取組予定等） 

 

 

 

※ 枠は適宜広げること。（複数ページになっても差し支えない） 成果物等があれば別途提出すること。 

※ 事業内容報告書の概要は、担当者・連絡先欄を除き、様式９（添付１）の５．成果イメージ資料のポンチ絵と

併せて、文部科学省ホームページで公開する。 

 


